
平成18年4月1日

株式会社 木曽路

「木曽路行動憲章」

株式会社木曽路は、「よろこびの食文化の創造」を通じて社会に貢献し、企業価値を高めていくこと

を使命としています。この使命を全うするには、社員全員が人権を尊重し、関係法令や社内規定を

遵守するとともに、社会的良識をもって、自主的に社業を遂行することが不可欠です。

このような考えに基づいて当社は以下の行動指針を「木曽路行動憲章」として定め徹底を図ります。

1． 社会的に有用な商品・サービスを安全性に十分配慮して開発・提供し、消費者・顧客の満足を得ます。

2． 社員の人権、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、豊かさを実現します。

3． 公正・透明・自由な競争の下に適正な取引を行います。

4． 顧客情報・個人情報の保護に十分配慮します。

5． 株主をはじめ社会とのコミュニケーションに努め、企業情報を適切に管理し、適時・公正に開示します。

6． 環境問題に十分配慮し、環境保護に必要な施策に自主的かつ積極的に取組みます。

7． 伝統的な味覚や食文化を尊重し、その伝承に取組みます。

8． 社会的な秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは断固として対決します。

9． 企業倫理の推進、法令の遵守はもとより、企業の社会的責任の遂行に全社をあげて取組みます。

10． 不祥事態を生じた場合は、原因究明・再発防止・適正処分をもって責任を果たします。
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